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　就任記者会見でもお話ししましたが、後藤田正晴
先生に「谷垣君、国家というのは結局、財政を扱う
大蔵、外交を扱う外務、教育を扱う文部、そして法
の支配を担当する法務、この４つが重要なんだ」と
言われたことが強く印象に残っています。たとえば
震災の復興にあたっても、ひとつひとつの具体的な
ことはすべて法の手続に則って進めていかなければ
なりません。「法の支配」というのは、いわば世の
中がうまく回っていくための基幹となるインフラで
す。政と官の信頼関係を大切にしながら、この法の
支配を実効あらしめる仕事を全うしたいと思いま
す。
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谷垣禎一
法務大臣にきく

平成25年 3 月14日　法務大臣室にて

Q 就任おめでとうございます。就任から 2か月
あまりが経ちましたが、法務大臣としての意
気込みをお聞かせいただけますでしょうか。

　犯罪者の社会復帰を支援して再犯率を下げること
は重要なことだと思います。司法制度改革関連では
取調べの可視化や法曹養成制度などの課題があり、
これらについてはそれぞれ有識者を交えた会議体で
集中的に検討しています。さらに、グローバル化が
急進する中で、海外、特にアジア諸国の法整備支援
は日本にとって非常に重要な取り組みだと考えてい
ます。中小企業の海外展開を支援する上でも、進出
先の諸国の法制度整備をお手伝いすることには大き

Q 重点的に取り組みたい課題は何でしょうか？

な意義があると思います。この分野での皆さんの協
力が是非必要です。

　「事実の世界」と「規範の世界」とを分けて論理
的に思考することのできる法律家という社会階級
が、近代民主主義国家の根幹を作ってきました。弁
護士の皆様には、時代に応じて、社会が必要として
いるリーガルサービスを提供するために、是非とも
頑張っていただきたいと思います。

Q 弁護士や弁護士会へメッセージをお願いしま
す。

写真左から、飯田隆（広報委員長）、柳楽久司（本誌編集長－聞きて）、
谷垣禎一法務大臣、小川晃司（広報委員会副委員長）、平山正剛（理
事長）、出井直樹（幹事長）
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　　　　　　　稲田朋美氏が内閣府特命担当大臣　　　　　　　
　私は「伝統と創造」を政治信条としてきました。真の改革とは伝統を守りなが

ら創造することであり、基礎のない改革は空虚です。改革自体が目的ではなく、

どのような国をつくるかが重要だと考えています。固定概念や既成概念にとらわ

れることなく、本質を見抜いて大胆に迅速に改革を進めて参ります。安倍総理を

しっかりと支え、道義大国を目指すとともに、日本の良さ・素晴らしさを世界に

発信していきたいと思います。

内閣府特命担当大臣（規制改革）
行政改革、公務員制度改革担当
クールジャパン戦略担当
再チャレンジ担当

衆議院議員　福井 1区　当選 3回　
大阪弁護士会所属
37期　自由民主党

弁護士会会員である大臣等の紹介

　　　　　　　　　柴山昌彦氏が総務副大臣　　　　　　　　　

衆議院議員　埼玉 8区　当選 4回
東京弁護士会所属　53期　自由民主党
2008年　外務大臣政務官

　　　　　　　森まさこ氏が内閣府特命担当大臣　　　　　　　
　日弁連消費者問題対策委員、同海外留学派遣（ＮＹ）第 2期生を経て、金融庁

課長補佐として貸金業法改正を実現した後、 6年前消費者庁設置を公約に掲げ初

当選させていただきました。

　今般、安倍内閣において、消費者、少子化対策、男女共同参画等担当大臣とな

りました。重責に身のひきしまる思いです。弁護士時代に諸先輩方から頂いたご

指導・ご支援を糧にし、職責を全うする覚悟です。今後とも宜しくお願い致します。

内閣府特命担当大臣
（消費者及び食品安全　少子化
対策　男女共同参画）
女性活力・子育て支援担当

参議院議員　福島県選挙区　当選 1回
福島県弁護士会所属
47期　自由民主党
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＜はじめに＞

【柳楽編集長】　本日はお忙しいなかお集まりいただ
きありがとうございます。今回の座談会は「原発
ADR最前線」ということで、原紛センターで仲介
委員・調査官として活躍されている皆様にお集まり
いただきました。東日本大震災、福島第一原子力発
電所の事故から約 2年が経過したわけですけれど
も、復旧・復興がなかなか進んでおらず、全国各地
で約35万人の被災者の方々が避難生活を続けている
という状況にあります。今後も大量に発生し続ける

であろう原子力損害賠償事
件を迅速かつ実効的に解決
することを目的として、
2011年 8 月末に原子力損害
賠償紛争解決センター（以
下、原紛センター）が設立
されました。この原紛セン
ターでは、2013年 1 月現在
で約200名の仲介委員と100
名を超える調査官が就任さ

れて、日々紛争解決の任にあたっておられるところ
ですけれども、準司法的な機能を担う行政機関にこ
れだけの弁護士が参画しているという例は、ちょっ
と珍しいのではないかなと思います。
　そこで本日は、原紛センターで日々紛争解決にあ
たっておられる皆様にお集まりいただいて、その活
動実態や、原紛センターの課題など、発足から約 1
年半を経過して見えてきたものについて率直なとこ
ろを語っていただければと思います。
　それでは、皆様の方から仲介委員あるいは調査官
になられたきっかけを含めて、簡単に自己紹介をお
願いしたいと思います。
【河井氏】　41期の河井です。平成23年度から第一東
京弁護士会の仲裁センター運営委員会の委員長をし
ておりまして、24年度は東京三会仲裁センター連絡
協議会の議長をさせていただいています。仲裁セン
ターの委員長をしていた関係で、原紛センターの立
ち上げの段階から議論に参画しておりました。最初
は東京三会から20～30人の仲介委員の推薦をしてく
ださいということで、私が声をかけなければならな
い立場でもあり、私が入らないわけにはいかないと

河井　聡会員
第一東京弁護士会所属

41期
原子力損害賠償紛争
解決センター
仲介委員

牛久保　美香会員
東京弁護士会所属

54期
原子力損害賠償紛争
解決センター
総括主任調査官

倉田　梨恵会員
第二東京弁護士会所属

62期
原子力損害賠償紛争
解決センター調査官

池田　大介会員
東京弁護士会所属

64期
原子力損害賠償紛争
解決センター調査官

原発 ADR最前線
ー原紛センターで活躍する弁護士ー

司　　会　柳楽久司　本紙編集長
　　　　　小川晃司　広報（委）副委員長



benseiren  news

4

座談会

いうこともありまして、当初から仲介委員に就任し
ております。
【牛久保氏】　54期の牛久保美香です。弁護士登録10
年目の2011年10月から調査官になっております。セ
ンターの立ち上げ当時、日弁連で調査官を募集して
いたのですが、ちょうど、私が就いていた業務が 9
月で任期満了することになり、事務所の先輩から、
10月以降やってみないかという話があり、調査官に
なりました。
【倉田氏】　62期の倉田梨恵と申します。私は、以前
から弁護士として何らかの形で被災者の支援をした
いと考えていたところ、ちょうどよいタイミングで
事務所のパートナーから調査官のお話をいただいた
ことと、通常の弁護士業務を行うだけでは知り合う
ことのできない多くの弁護士と同じ目的に向かって
働くことはまたとない機会だと考え、調査官になり
ました。
【池田氏】　新64期の池田大介と申します。私が調査
官になったきっかけは、第二東京弁護士会の選択修
習の時にADRを取っておりまして、もともとADR
に興味があったうえにそこでADRの可能性につい
て、いろいろと諸先輩方からご指導をいただいたこ
と、修習中に東京弁護士会の村林俊行先生からお声
をかけていただいたこと、原紛センターが、多くの
弁護士、法務省や文科省、裁判所から来られている
方もおられたりとか、多様な人材が集まる組織であ
ること、ADRで被災者の方々の救済にもなること、
自分が弁護士として出発するときに多くの人と出会
え、いろいろなことを考えられるということで、こ
の業務にあたらせていただこうと思い調査官になり
ました。

＜仲介委員・調査官の業務＞

【柳楽編集長】　それでは、皆さんの仲介委員、調査
官としての日常的な職務の内容をお伺いしたいと思
うのですが、まずは仲介委員の河井先生から、仲介
委員と調査官の役割の違いも含めて、簡単にご説明
いただけますでしょうか。
【河井氏】　仲介委員は基本的に案件ごとに任命され
ます。案件によって仲介委員が 1人の場合と 3人の
場合とがあるのですが、今は 1人でやる「シングル
パネル」の方が多いですね。調査官は、その審理を
行う過程で記録を読んだり和解案をつくったりする
「仲介委員の相談役」のような役割を担っています。

原紛センターではとにかく
多くの事案が同時並行的に
動いていますから、同じよ
うな請求についてはある程
度統一的な考え方で解決が
なされる必要があります。
仲介委員同士でも勉強会を
開いているのですが、基本
的な考え方をどうするのか
は、調査官を束ねる和解仲
介室というものがあって、その中で調査官の考え方
の基準をつくっていく機能というのがあります。そ
こで他の事件とのバランスを保ちながら公平で統一
的な解決を意識しながらやる調査官と、具体的な事
案に応じて妥当な解決策を図ろうとする仲介委員と
いうことで、原紛センターでは、この仲介委員と調
査官が車の両輪のような形で協力し合っています。
勤務においては、調査官は非常勤職員であり、就業
時間は 1日 5時間45分、基本的に月～金曜日の週 5
日出勤することが期待されていますが、勤務時間の
設定はある程度柔軟にしており、弁護士業務との両
立も相当程度可能になっています。そして仲介委員
は案件があるとセンターに行くのですが人によって
週何回かはバラバラで、週によっても違うのです
が、私の場合は週に 3回程度センターへ行くことも
あります。日によっては 1日に複数の案件の審理が
入ることもあります。
【柳楽編集長】　いま、仲介委員の方は 1人当たりだ
いたいどれくらいの件数を抱えていらっしゃるので
すか。
【河井氏】　一時期は50件以上を抱えていた時期も
あったのですが、今は15～18件とか、10件台後半の
人が多いかと思います。
【牛久保氏】　調査官の業務としては、審理に必要な
事前調査のほか、種々の問題につき、和解仲介室と
して今どのように考えているのか、どういう案件が
申し立てられているのか、類似案件があるかといっ
たことを仲介室内で情報交換をしながら、仲介委員
に伝えるといったことも行っています。また、審理
の期日後に、仲介委員の指示でいろいろな調査をす
ることもあります。
【柳楽編集長】　調査官の仕事で一番多いのはどんな
仕事なのでしょうか。
【牛久保氏】　初期の頃は日程調整に割かれる時間が
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多かったですね。仲介委員が弁護士、調査官も弁護
士、両当事者にそれぞれ弁護士がつくと、少なくと
も弁護士 4人の日程を調整しなければなりませんか
ら。
【柳楽編集長】　倉田先生と池田先生は今どういった
感じの仕事でしょうか。
【倉田氏】　私は今、自主的避難等対象区域からの申
立てを専門に扱う係にいるのですが、この区域の
方々の申立事件は基本的に口頭審理を開かない扱い
になっています。そのため、和解案提示に向けた事
実関係の整理が調査官の仕事のメインであり、この
作業に70％くらいの時間を費やしています。
【池田氏】　私は、被災者個人の案件と事業者の案件
を行っています。それに加えて集団案件を担当して
います。集団案件の業務では、個別の事件の和解案
を考えるという作業をすることもあれば、連絡担当
として私が申立人側の代表者である弁護士と東京電
力側の代表者である弁護士と期日についての調整を
したりとか、今後のスケジュールを調整したりと
か、和解案を出すタイミングをどうするかとか、そ
ういう日程調整なども行っております。毎日の業務
の中で、個別の事件の和解案を考えるというのはだ
いたい30％程度でしょうか。他の70％近くは、事務
的な連絡ですとか全体のスケジュール調整、集団案
件に関する基準作りの作業をしていることが多いで
す。
【柳楽編集長】　牛久保先生、最近の状態を聞かせて
いただいてもいいでしょうか。
【牛久保氏】　私も、今、集団案件をやっている関係
で個別案件は少ない状態です。集団案件になると関
係当事者が多いものですから、どうしても、その調
整に追われることも多いですが、初期の頃と比べる
とそれに割かれる時間は少なくはなっています。集
団という特殊性を除けば、妥当な和解案を提示する
ために種々の問題点をどう考えるかについて、仲介
委員、室長、室長補佐などと相談したり、同種事案
の調査をしたりといったことが多くなっています。

＜必要な事実を聞き出す上での苦労＞

【柳楽編集長】　調査官の仕事というのは、日程調整
的な仕事を除けば、 2つあるのだと思います。一つ
は当事者から必要な事実をきちっと出しきらせるこ
と。もう一つは、出てきた事実を前提に原紛センター
として統一感のある和解案に結び付けるというどち

らかというと評価の問題だと思うんですね。
【牛久保氏】　そうですね。
【柳楽編集長】　その事実を出しきらせるという面で
どういうお仕事をされているのか、また代理人がつ
いている場合とついていない場合でまた違ってくる
のかなとも思いますし、何かそのあたりでご苦労さ
れていることはありますか？
【倉田氏】　代理人がついていない申立事件では、思
うように連絡が取れないケースが非常に多いです。
仕事・家事・育児に忙しくされていることもあるの
でしょうが、そもそもファーストコンタクトを取る
のが非常に難しいということがあります。連絡が取
れても、こちらの資料提出や事情説明の求めに対し
て、「避難生活で苦労させられているのに、さらに
その資料の提出を求めるなんてどれだけ私たちを苦
しめれば気が済むのですか」と断られることが多
く、さらに東京電力に対する怒りをぶつけられるこ
ともあります。まずそこからほぐしていって「この
資料があれば和解案を提示できますからお願いしま
す」というところに持っていくまで、長ければ 1時
間以上も電話をしていますし、この作業が一番大変
かもしれません。あと、必要な事実だけを聞きとる
というのは結構難しくて、私としてはAという事実
だけを聞きたいのに、AからZまで一連の話を聞い
てくださいというように話し始めたときは、気持ち
よく協力していただくために、全部聞くことにして
います。他方、代理人申立事件は主張も整理され、
証拠資料もそろっているものが多いです。ただ、中
にはこちらがどうしても必要と考える事項の求釈明
に快く応じてくださらない先生もいらっしゃり、協
力していただくのに苦労することがあります。
【池田氏】　今の倉田先生のお話に近いものがあるの
ですが、やはりお電話でお話を聞かせていただくと
なると、直接お会いして話を聞くわけではないの
で、言葉だけのやり取りで意思疎通を図らなくては
なりません。まずはそこがひとつ大きな難しいとこ
ろかなと思っております。相手が話したいことは止
めないで、私たちも必要なことを聞き出さなければ
ならないので、どういう聞き方をすれば答えやすい
のかを考えながら、当事者の抱えていらっしゃる事
情によってもいろいろと違いますので、年齢だった
り避難先の状況だったり家族の状況などに配慮しな
がら言葉を選びつつ、しっかりと話を聞くことを心
がけています。皆さん急に避難されたりすること
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座談会

で、多くの苦労を重ねており、なかなか自分の状況
も整理できず、また、自分の言いたいことを法的に
構成することなどができないことが多いわけです。
そのため、こちらのほうで損害賠償という制度自体
の説明を行い、その方が何か不満を漏らした場合に
『その内容であればこうした主張ができるかもしれ
ないな』と考え、そのあたりの事実関係をきちんと
聞き取るというようにお話を聞いています。サポー
トする弁護士がついていない方の事件を担当する
と、中立の立場ということを意識しつつも、調査官
がその方の代理人としての役割を一部担っているよ
うになるかなと思います。
【河井氏】　代理人のついている事件と本人の事件で
は全てが違いますよね。
【柳楽編集長】　それは一般の弁護士会のADR事件
などでもそうですよね。なかなか自分の言いたいこ
とを法的にきちっと組み立てられない方は、どの事
実が必要とされている事実なのかをきちんと整理で
きない。武器対等というか、そこにきちんとしたサ
ポートをしてあげるという役割は調査官ということ
になるのでしょうか。もちろん、仲介委員も配慮は
されているんでしょうけれども。
【河井氏】　もちろん口頭審理で双方に代理人がつい
ているような事案であれば、むしろ中立公正な機関
なのでどちらにも肩入れしないということになりま
すけれども、申立人に代理人がついていない事件で
は、中立公正を意識すればこそ、むしろ申立人に釈
明しなければいけません。ただ、私たちが聞きたい
情報と申立人の言いたい情報は違いますし、思って
いることが損害賠償金の算定で解決するかどうかと
いうと、解決しないことも当然あるわけなんですよ
ね。ただ、センターとしては損害賠償の算定をして
和解案を提示します。東電は和解案を尊重する義務
がありますので、東電は最終的には受諾するという
ことになりますが、申立人側ではやはり「そんな金
額じゃ納得できない」と言って怒りを爆発させる方
もいらっしゃいますので、そこは大変つらいですよ
ね。

＜統一的解決案を導く上での苦労＞

【柳楽編集長】　次のお話にもつながってくるところ
なんですけれども、原紛センターの一つ大きな特徴
というか、一般のADRとの大きな違いというのは、
一方の当事者が常に固定されていますよね。その中

で柔軟な解決をという要請はありながら、他方にお
いて解決の基準といいますか、あまり解決がバラバ
ラになってはいけないという要請もあるかと思いま
す。これは和解案をつくるにあたって、みなさんも
相当頭を悩ませているところではないかなと思いま
す。先ほどの話は調査官としての「事実を当事者か
ら引き出す」というご苦労をお伺いしたんですけれ
ども、今度はその統一性のある解決案を導きだすう
えでの調査官の苦労というのをお伺いしたいと思い
ます。
【牛久保氏】　統一的な基準というのは非常に難しい
ですよね。個人の申立ての方についていえば、もと
もとお住まいになられたところがどこかという括り
が一つできると思います。お住まいだった地域につ
いては、警戒区域の見直しなども行われていますの
で、それに基づいてセンターとしても統一的な考え
方はもっています。その他に、個人の方の属性、た
とえば家族構成であるとか、高齢者である、妊婦で
あるといったことについては総括基準などに精神的
損害の増額事由として例示列挙されていますが、そ
れも必ずしも固定化されたものではありません。中
間指針はあくまでも目安ですから、その目安をもと
に統一性のある解決案を導き出すには、日々、他の
類似事案があるか、他の事例での解決案を具体的事
情と照らし合わせながら参照し検討していくといっ
たことも重要になります。法人の申立てであれば、
事業者がどこにあったのか、どのような業種である
のか、どのような損害を主張しているのかといった
括りはできますよね。法人についても、日々、他の
調査官の担当案件の話も聞いて、共通点はないか注
意しながら検討するという感じです。
【柳楽編集長】　本当に難しい話だと思うんですよ
ね。この基準があるからガラガラポンで答えが出る
という話はむしろ少ないというか、そんなものはな
いと思うんですよ。どんな事件でもそうなのです
が、かならず幅というか大体の目安みたいなものは
ありながら、あてはめの段階での差というのは当然
出てきます。この問題は皆さんがどのようにして
行っているのかが気になるのですが。ある事案が出
ればそれを共有するという形で業務を行っているん
でしょうか。
【池田氏】　何と言いましょうか。自分が仲介委員の
先生方と悩んだ論点があると、室長や室長補佐に相
談をしたり調査官同士で「このような事案を担当し
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た方はいらっしゃいませんか」という形でメーリン
グリストに流してみたり、席の近い調査官と直接意
見交換をしたりと、情報交換を行い、そういうこと
を通して合理的な和解案を提示できるよう心がけて
います。もちろんその事件を担当する仲介委員の先
生とも相談しますし、他の事件の仲介委員の先生と
も「こういう事件をやっているのですが、どう思わ
れますか」という話を雑談のように話をしたりし
て、なるべく多様な意見を聞き担当の仲介委員の先
生方にフィードバックするようにしています。
【牛久保氏】　そうですね、あちこちにアンテナを
張ってどこでどんな案件があったのかや、A仲介委
員の先生がこういう論点に対してこういう考えを
持っているようだという噂を聞くと、その調査官の
ところにお話を聞きに行ったりとか、パネル間協議
というのを開いて同じような論点を持っている仲介
委員の先生方に集まっていただいて意見交換をさせ
ていただきます。
【河井氏】　政府の発表している中間指針や追補には
基準があるにはあるんですが、基本的にはざっくり
とした基準です。かならずそこには個別の具体的な
事情によって妥当な解決をすべきという留保があり
ます。一般論としてはそのとおりですが、個別の事
情を強調して仲介委員間で食い違いが出てもいいの
かとなると、やはりセンターとしてはある程度の基
準作りをしようということで、案件はないけど基準
作りをしようと考えている部分と、案件が来たから
調整するということを同時並行で走っているという
のが正直なところです。
【柳楽編集長】　倉田先生、その辺りの連絡協議的な
お話はありますか。
【倉田氏】　私のいる係では、どの方にも同じように
発生する損害項目について、「この事件は認められ、
こちらの事件は認められない」という事態を防ぐた
め、係員の情報共有を重視しています。その意味で
はほかの係と比べて横のつながりが強いのかもしれ
ません。

＜原紛センターの業務の上で留意してい
る点＞

【柳楽編集長】　皆さんの今お伺いしたような仕事の
中で、留意している点についてお聞かせいただけれ
ばと思います。
【河井氏】　やはり一番留意しているのは、結論の妥

当性と論理の整合性です。というのも、論理だけが
整合していても結論が妥当ではないとどうしても据
わりが悪いし、結論が妥当でもある程度説明できな
いと、どちらの当事者からも不満が出てきます。で
すから論理と結果の妥当性の両方のバランス感覚を
働かせるという事に、いつも留意しています。
【柳楽編集長】　では、池田先生はいかがでしょうか。
【池田氏】　スケジュールに
は特に気をつけています。
それは和解案を出す最後の
スケジュールもそうですけ
ど、一つ一つの主張、申立
人にはいつまでに返事をし
ていただくとか、東電には
再認否をいつまでにしてい
ただくとか。準備の時間が
足りなければ、主張立証が不十分となりかねないの
で、あまりに短くというわけにはいかない。ただ、
あまりにも時間に余裕をとりすぎて解決が遅れ、被
災者が金銭的に困窮するという状況を作ってもいけ
ません。そのため、スケジュール作りと、スケジュー
ルを守っていただくためにどういうやり方が三者す
なわち申立人、東電、センターにとって好ましいの
か、という点は特に留意しています。
【柳楽編集長】　こちらがつくったスケジュールを
守ってくれるんですか。
【河井氏】　一時期より早くなりましたね。
【柳楽編集長】　それでは倉田先生お願いします。
【倉田氏】　和解案を迅速に提示できるよう、必要な
ところだけを聴き取り、判断のスピード感を大事に
するようにしています。
【河井氏】　申立代理人側にもいろいろなスタンスの
方がいるのですが、円滑な審理の進行に是非ご協力
いただきたいと思います。
【柳楽編集長】　それでは最後に牛久保先生お願いし
ます。
【牛久保氏】　私は、少し違う観点から申し上げさせ
て頂きます。センターの特徴として、個々の弁護士
としてではなく組織として動かなければならないと
いうところがあります。ここ何ヶ月か、新しい期の
先生方を中心に調査官が大幅に増えていますが、セ
ンター内部でいろいろと議論が進み方向性が集約さ
れているポイントなど、新しい調査官の方にいかに
教えていくかということには気を付けています。
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＜原紛センターの課題＞

【池田氏】　今の牛久保先生のお話と関係することな
のですが、原紛センターによる総括基準も、いろい
ろなところで同時に似たような争点が生じた中で、
みんなで議論してそれが基準化されたりとか、事件
に関する日々の会話の中で同じような悩みを抱えて
いることが分かったりして、そういうものを積み重
ねながら議論を深め、基準になってきているんで
す。ですけど、新しく入った調査官は、基準の量も
すごく多いですし、基準の出来上がったものだけを
見ているので、そこに至るまでの議論の過程がなか
なか分からないということもあって、苦労するのか
なと思いますね。新しい調査官が事件を担当する際
には、牛久保先生のような係長という立場の方だっ
たりとか、経験の長い調査官が共同で事件を担当す
るのですが、その者たちがアドバイスをしたり、サ
ポートをしないと業務になじめないかなと思いま
す。
【河井氏】　池田先生が今おっしゃった中に一つ重要
なことがあって、いろいろな議論をした中での基準
というのがいくつか出来上がっているんだけれど
も、その基準の背後に議論があることをよく知って
いる人がいればいいのですが、議論の後に入ってき
た調査官が担当する場合は「前にこういうことが
あったから、こういう方法で行こう」と指示を出し
ても、基準は知っているんだけどどう上手く当ては
めればいいのかが分からないということがあり、そ
ういうところは多少議論に参加した人と不参加の人
でキャッチアップする努力が必要な場面はあるのか
なと思います。
【柳楽編集長】　なるほど。新しく参加する調査官の
育成というか情報共有の仕組みが必要なのではない
かということですかね。それ以外に何か課題はござ
いますでしょうか。
【倉田氏】　人手が不足しているのは大きな課題では
ないでしょうか。
【河井氏】　もともと柳楽先生がおっしゃったよう
に、仲介委員が今200名いるわけですよ。それを前
提にすれば調査官も200名くらいいないと、そもそ
もバランスが合わないわけです。だけど今は調査官
の方が少ないので、一人あたりの負担が重くなって
しまう。もちろん、最初は調査官が40人くらいしか
いなかったので、当初の段階よりは負担は緩和され

てはいますが。徐々に増えてきてはいるんですが、
まだまだ調査官の数は少ないですね。
【柳楽編集長】　そうすると今の倍という規模になっ
ていきますけども。
【河井氏】　一応、200名という目標は立てているん
ですよ。ただ、実際そこに行くにはまだ大変だとい
う感じです。
【柳楽編集長】　組織体制についてひとつ課題に出し
ていただきましたが、何かほかに課題として思いつ
くところはありますか。
【牛久保氏】　課題としては
山ほどあると思います。も
ともと、このセンターとい
うのは被災者の方と東電が
相対交渉でうまく和解でき
るように先導していくとい
う役割もあると聞いていま
す。そのため、センターと
しての意見はある程度出し
ていかなければならないの
ではないのでしょうか。何をどのようにして出して
いくのかといったことも課題だと思います。また、
申立件数が増えるなかで、たとえば、労働審判のよ
うに、審理促進を図る仕組み・システムを構築でき
ないかということも課題だと思います。この点は、
従前から言われていますが、代理人がつかなくても
申立人本人で申立てができるようにし、納得のいく
手続の進め方をするにはどうすればよいかを常に留
意する必要があると思います。
【河井氏】　あと、大きな課題は待遇ですね。調査官
の待遇改善はだいぶ進んできたように思うのです
が、仲介委員の報酬がまだ低いんです。例えば、仮
に毎日、月に20日センターに行くとしたら、仲介委
員の報酬は調査官の報酬よりも少なくなってしま
う。
【柳楽編集長】　例えば郡山まで行って一日縦積みで
3件やっていくらになるんでしたっけ。
【河井氏】　 1万 8千円とかですね。
【小川広報委員会副委員長】　行政委員の仕事の報酬
よりも少ないですね。
【牛久保氏】　 1日換算なんですよね。ですから 1日
に何件やっても報酬は同じと。
【河井氏】　仲介委員の報酬体系というのは正直、課
題ですね。仲介委員の代表である原発ADR研究会
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として、センターに意見は述べたところです。
【柳楽編集長】　これは当然予算措置を伴わなければ
ならない話だと思うのですが。
【河井氏】　予算措置としては取れないわけではない
んですが、何が問題なのかというと、仲介委員は形
としては原子力損害賠償紛争審査会の特別委員なん
ですね。文科省ではその委員の日当が決まっている
という話なんです。ですから議論がかみ合っていな
いんですね。

＜原子力損害賠償と法曹の役割＞

【柳楽編集長】　少し話を広げまして、原子力損害賠
償に関わる法曹の関わりについてお話しいただきた
いと思います。原紛センターもいわば裁判所のよう
な中立的な立場で紛争解決を支援するという形なの
ですが、法曹という枠組みで視点を広げると利用者
である当事者、つまり申立人と東電、それぞれの立
場にいる法曹もいるわけなのですが、このシステム
全体を俯瞰して原子力損害賠償請求の解決のため
に、法曹として何ができるかという点について、
日々の実務で感じていらっしゃることだと思うので
すが、何かお話しいただければなと思います。
【池田氏】　法曹としての役割と申しますと、被災者
ご本人の状況や心情をどう法的に組み立てて、その
方々の持っている権利の実現をどうサポートする
か。被災者ご本人に対して申立人側の代理人、調査
官、仲介委員というそれぞれの立場で、その方の心
情を汲み取るということは、とても大事な役割だと
思います。もちろん東京電力の代理人も同じです。
今回の原発事故について被害を受けられた方に対し
て、それぞれがそれぞれの立場でサポートして、適
切な形で被災者の権利を実現させるというのは、法
曹の役割かなと思っています。
【倉田氏】　代理人である以
上、依頼者である被害者や
東京電力との関係もあると
思いますが、一歩引いて冷
静になることが法曹の役割
だと思います。紛争の早期
解決、被害者の救済という
目的は共通のはずですか
ら、仲介委員や調査官と連
携して、センターが必要と判断して要請した作業に
はできるだけ対応していただき、それぞれの立場で

協力しあいながら進められるといいなと思います。
【牛久保氏】　申立人側の補助として司法書士、行政
書士の先生方が出席されることもあります。やはり
弁護士というのは、これらの士業とは異なり、いか
なる事態にも柔軟に対応できるように、それだけの
資質を持っているはずだと思います。原子力損害と
いうのは未曾有の事態ですが、このようなときこ
そ、法曹としての視点をもってかつ柔軟に対応でき
るというところを見せていかなければならないと。
ですから、申立代理人にしても東電側の代理人にし
ても、広く法曹というより弁護士としてどう対応す
るかというところで力を見せる時ではないかと思い
ます。
【河井氏】　事案として代理人のついている事案とつ
いていない事案があって、ついてない事案にはそれ
ぞれの理由があるんだろうけど、もう少し申立人の
代理人の先生方にも弁護士としての敷居を低くして
いただいて、なるべく申立代理人についていただき
たいと思います。周りにあまり弁護士がいないとか
弁護士は敷居が高いとか言って本人申立てというの
はまだまだ多いようですので、そこは申立代理人や
各地の被害弁護団にも頑張っていただきたい。最後
に一つだけ申し上げると、センターは損害賠償の枠
組みで動いているので損害がない限りは賠償になり
ません。ただ、今回の原子力事故については損害の
賠償だけでは足りない、コミュニティの喪失であっ
たり仕事の喪失や、いろいろなことがあり、それは
損害賠償に馴染む部分と馴染まない部分も当然ある
ので、最後に法律家、法曹として必要なことは、損
害賠償はセンターないしは裁判所を中心に損害賠償
制度の仕組みで頑張るからいいのですが、それに加
えてどうしても損害賠償では解決できないものがあ
ると思います。その意味で、本件で必要なのは国家
補償という考えなのではないかなと思っていて、そ
れこそ弁政連を中心として政治に働きかけて損害賠
償の仕組みだけでは足りないんだというのを、もっ
ともっと自覚して、復興予算という形で損害賠償を
補っていただきたいと、私は最近強く思っています。

＜若手弁護士へのメッセージ＞

【柳楽編集長】　最後に、皆様から特にこれからの弁
護士会を背負っていく新人の弁護士に向けて、後輩
に向けてという観点で結構ですので一言メッセージ
をいただければなと思います。では池田先生からお
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願いします。
【池田氏】　64期の私が後輩向けのメッセージを言う
というのも憚られるのですが、私は弁護士を経験す
る前に調査官として入って、そこから弁護士業を並
行して行わせていただいています。通常の法律事務
所に入って、そこでイソ弁として働くということを
経験したわけではありませんが、センターで経験で
きることは本当に多様で、被災者が自ら申し立てて
くる事件もあれば弁護士がついている事件もあっ
て、個人の方の事件もあれば法人による事件もあり
ます。センターで一緒に働くのは、自分とそこまで
期の変わらない調査官がいたり、上の期の調査官が
いたり、ベテランの仲介委員の先生方がいたり、裁
判官や検察官の方もいます。本当にいろいろな人と
多種多様な事件を通じて自分の考えを深められたり
とか、気づくこともあり、非常に良い経験をさせて
いただいていると考えております。65期、66期、そ
れ以降の方も調査官になっていただきたいなと思っ
ています。
【倉田氏】　こんなに大勢の弁護士と一緒に働ける環
境はそう多くないと思います。いろいろな期の弁護
士といつでも議論をできるというのは本当に得難い
機会だと思っています。また、中立の視点からもの
を見るというのは、通常の弁護士業務ではなかなか
経験できないことだと実感しています。これから弁
護士になる先生方も弁護士として活躍してる先生方
も、是非仲間になってくださるといいなと思います。
【牛久保氏】　ベテランの仲介委員の先生方と一緒に
働かせて頂いて思うのは、柔軟な思考とバランス能
力です。これは経験で身につくものかもしれないの

ですが、各先生方がいろいろなものに興味をお持ち
になり、いろいろな活動をしていく中でおそらく培
われてきたものだと思います。若い先生は経験不足
という点があるかもしれませんが、意識して広い視
野を持つ、いろいろなことに興味をも持って考えて
みるというのは、弁護士としての力を養うためには
非常に重要なのではないかと思っています。マニュ
アルというものに頼らず、自分の頭で考えるという
ことを意識して、良い弁護士になってもらいたいな
と思います。
【柳楽編集長】　では、最後に若手へのメッセージと
いうことで河井先生お願いします。
【河井氏】　本件原子力事故は日本史上最大の不法行
為事件であり、センターとしては未曾有の損害賠償
事件を担当しているわけで、しかも損害の発生はな
お続いているわけです。いつこの問題が終わるのか
分からないというまっただ中に、我々法曹が関与し
ているわけなのですが、若手の方にもそういう時代
性を感じ取っていただいて、そこで法曹の果たすべ
き役割に非常に重要なものがあると理解していただ
ければ、当然やりがいのある仕事だと理解していた
だけますし、力もすごくつくと思います。是非若手
の先生方に調査官になっていただきたいと思いま
す。
【柳楽編集長】　本日は皆さんの貴重なお話を聞かせ
ていただきました。今後も皆様の活躍をご祈念し
て、この座談会を終了させていただきます。どうも
ありがとうございました。

 （平成25年 1 月29日　於霞が関弁護士会館）
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逢沢　一郎 赤羽　一嘉
自由民主党 公明党
岡山 1区 兵庫 2区
国民に信頼され
る司法をつくり
ましょう。正義
と公正の実現で
す。

法曹の養成に向
けた環境整備に
努めてまいりま
す。

赤嶺　政賢 秋葉　賢也 浅尾慶一郎 安住　　淳
日本共産党 自由民主党 みんなの党 民主党
沖縄 1区 宮城 2区 神奈川 4区 宮城 5区
米軍基地の重圧、
貧困の解消をめ
ざして、全力で
取り組みます。

真面目に努力す
る人が報われる
社会正義を実現
する為に頑張り
ます。

今年こそ過去の
負の連鎖を断ち
切り新しい日本
の息吹きを感じ
られる年に。

被災地の復旧・
復興に優先的に
取り組みます。

穴見　陽一

安倍　晋三
自由民主党
山口 4区

甘利　　明 伊佐　進一
自由民主党 自由民主党 公明党
大分 1区 神奈川13区 大阪 6区
少子高齢化時代
を乗り切る、高
齢者・女性の労
働力開発と子育
て支援。

日本経済再生の
司令塔としてデ
フレからの脱却
に全力を尽くし
ます。

30年後の大局観
に立ちつつ、青
年の熱と力で
「時代」を拓き
ます！

石井　啓一 石関　貴史 石田　祝稔 石原　伸晃
公明党 日本維新の会 公明党 自由民主党
比例北関東 群馬 2区 比例四国 東京 8区
今後も日弁連の
皆様と連携をと
りながら政策を
進めてまいりま
す。

法曹養成や刑事
司法改革に益々
積極的に取り組
んでいく所存で
す。

ご支援に感謝し
つつ、国民の付
託にお応えすべ
く頑張る所存で
す。

環境大臣として
被災地の復興と
地球環境の保全
に全力を尽くし
ます。

泉　　健太 伊藤信太郎 伊藤　　渉 稲田　朋美
民主党 自由民主党 公明党 自由民主党
京都 3区 宮城 4区 比例東海 福井 1区
京都から 4期目、
人権や消費者を
中心に皆様と連
携し働きます！

時代に即した司
法制度の確立と
公正な社会の実
現のため働きま
す。

皆様のご期待に
応えられるよう
しっかりがんば
ります！

「伝統と創造」
を政治信条に内
閣の一員として
全力を尽くしま
す。

稲津　　久 井上　義久 井野　俊郎 岩屋　　毅
公明党 公明党 自由民主党 自由民主党
北海道10区 比例東北 群馬 2区 大分 3区
国民生活を守る
政策を貫き、日
本再建へ全力投
球して参ります。

内外に山積する
課題。決断し実
行する政治の確
立に努めて参り
ます。

在野の法曹精神
で、国政を改革
していきます! !

司法制度改革の
検証と再改革が
必要だと感じて
おります。

枝野　幸男 江田　康幸 衛藤征士郎 大串　博志
民主党 公明党 民主党自由民主党
埼玉 5区 比例九州 佐賀 2区大分 2区
立場は変わって
も「変わらぬ初
心」で一歩ずつ
前に進みます。

切れ目のない景
気・経済対策に
取り組み日本再
建に全力を上げ
ます。

社会正義を貫き、
公平・公正な社
会実現に向けて
今年も頑張りま
す。

衆参対等統合一
院制国会実現。
議員公務員30％
減。法人税率
20％へ。

上田　　勇 上野　宏史 浮島　智子 漆原　良夫
公明党 日本維新の会 公明党 公明党
神奈川 6区 群馬 1区 比例近畿 比例北陸・信越
日本経済の再生
と安心の社会保
障制度の確立に
全力で取り組み
ます。

より良い司法制
度実現に向け皆
様とともに取り
組んでまいりま
す。

一人の人を大切
に！現場の声を
国政へ繋ぐ為、
全力で取り組み
ます。

安心な国民生活
を守る為、健全
な法曹環境を整
備すべく頑張り
ます。

大口　善德 太田　昭宏 大畠　章宏 岡田　克也
公明党 公明党 民主党 民主党
比例東海 東京12区 茨城 5区 三重 3区
人権尊重社会の
実現、法曹養成
制度の充実、民
事司法改革に取
り組みます。

景気・経済の再
生、復興の加速、
防災・減災に全
力で頑張ります。

真面目に働く人
が安心して暮ら
せる社会の実現
へ全力で取り組
みます。

党の再生に向け
て、全員野球で
力を尽くす決意
です。

弁政連が推薦し
ご当選された
衆議院議員の
方々からの抱負

氏名

所属政党名

選挙区

抱負
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奥野　信亮

小熊　慎司
日本維新の会
福島 4区

小沢　鋭仁 小野寺五典
自由民主党 日本維新の会 自由民主党
奈良 3区 山梨 1区 宮城 6区
衆法務部会長と
して国民の安全
安心を守る法的
基盤整備に努め
ます。

日本維新の会国
対委員長として
形式から実質の
国会へ尽力しま
す。

防衛大臣を拝命
いたしました。
日本の安全保障
に全力を尽くし
て参ります。

上川　陽子 亀井　静香 河井　克行

川崎　二郎
自由民主党
三重 1区

自由民主党 みどりの風 自由民主党
静岡 1区 広島 6区 広島 3区
国民に身近で、
わかりやすい司
法のさらなる推
進に取り組みま
す。

明日の日本を拓
く決断と実行。

強い豊かな日本
を建て直します!

岸田　文雄 岸　　信夫 岸本　周平 北側　一雄
自由民主党 自由民主党 民主党 公明党
広島 1区 山口 2区 和歌山 1区 大阪16区
外務大臣として
大局的また戦略
的観点を持って
取り組んで参り
ます。

平素よりご指導い
ただき厚く御礼申
し上げます。益々
のご活躍をご期待
いたしております。

司法修習給費制
の重要性を認識。
弁政連のご推薦
に感謝申し上げ
ます。

国民のための司
法制度改革に全
力で取り組んで
まいります。

高村　正彦 郡　　和子 穀田　恵二 後藤田正純
自由民主党 民主党 日本共産党 自由民主党
山口 1区 宮城 1区 京都 1区 徳島 3区
日本の未来への
安心のための法
整備に全力を尽
くします。

人権をまん中に
据えた政治を弁
政連の先生方と
共に進めて参り
ます。

日本国憲法の平
和・基本的人権
の精神を実現す
る政治をめざし
ます。

震災復興特別委
員長として日弁
連とも連携し被
災地の復興を進
めます。

柿沢　未途 笠井　　亮 門山　宏哲

金子　恭之
自由民主党
熊本 5区

みんなの党 日本共産党 自由民主党
東京15区 比例東京 千葉 1区
党政調会長代理
として弁政連の
先生方と連携し
中身ある国会論
戦を。

憲法をくらしと
外交に生かす政
治の実現へ、全
力を尽くします。

社会正義の実現
と経済の再生を
めざし、全力で
頑張ります。

河村　建夫 菅　　直人 城内　　実 菊田真紀子
自由民主党 民主党 自由民主党 民主党
山口 3区 東京18区 静岡 7区 新潟 4区
先の総選挙に続
き、今夏の参院
選に圧勝し再生
日本を築き上げ
る。

再生可能エネル
ギーの普及拡大
と原発ゼロ実現
へ全力で頑張り
ます。

国民目線の司法、
法務行政が実現
されますよう全
力を尽くします。

民主党女性委員
長として消費
者・人権問題に
全力で取り組み
ます。

木原　　稔 國重　　徹 小池百合子 河野　太郎
自由民主党 公明党 自由民主党 自由民主党
熊本 1区 大阪 5区 東京10区 神奈川15区
改正貸金業法
（2010年 6 月完
全施行）の再改
正は慎重に！

強い責任感と緊
張感をもって、
日本再建のため
に全力で戦いま
す！

政権奪還を果た
し、あらためて
法治国家・日本
の再生に励みま
す。

三年数ヵ月ぶり
の政権復帰です。
日本のカジ取り
をがんばります。

後藤　　斎 小林　鷹之 今野　智博 斉藤　鉄夫
民主党 自由民主党 自由民主党 公明党
山梨 3区 千葉 2区 埼玉11区 比例中国
国民の暮しを守
り夢と希望のあ
る社会づくりに
今後とも取り組
みます。

裁判員制度の推
進等、国民に開
かれた司法の実
現に尽力致しま
す。

子供たちが将来
に夢や希望を持
てる社会を取り
戻します。

公正公平で努力
が報われる社会
を目指して頑張
ります。応援感
謝。

坂本　哲志

桜内　文城
日本維新の会
愛媛 4区

左藤　　章 佐藤　茂樹
自由民主党 自由民主党 公明党
熊本 3区 大阪 2区 大阪 3区
国や自治体など
への弁護士採用
拡大に努めます。

約 7年ぶりの国
政復帰、感謝致
します。司法制
度の見直しに努
力する。

更なる国民の権
利・人権が守ら
れる政治を目指
して参ります。
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椎名　　毅 塩川　鉄也 塩崎　恭久

塩谷　　立
自由民主党
静岡 8区

みんなの党 日本共産党 自由民主党
神奈川 9区 比例北関東 愛媛 1区
復興、原発事故
収束、エネル
ギー政策を中心
に精一杯頑張り
ます。

明文改憲、解釈
改憲許さず、 9
条守る多数派を
つくるために全
力。

国民の生活、財
産を守るため、
弁政連の皆様と
共に努力いたし
ます。

階 猛 柴山　昌彦 下村　博文 菅　　義偉
民主党 自由民主党 自由民主党自由民主党
岩手 1区 埼玉 8区 神奈川 2区東京11区
法務委員として、
検察改革と法曹
養成制度見直し
に取り組みます。

総務副大臣を拝
命しましたが、
弁護士の経験を
生かし頑張りま
す。

内閣官房長官と
して、国民のた
めに全力で取り
組んでまいりま
す。

「人創り」なく
して「国創り」
は成りたたない。
教育により日本
を建て直す。

高橋千鶴子 竹内　　譲 棚橋　泰文 谷垣　禎一
日本共産党 公明党 自由民主党 自由民主党
比例東北 比例近畿 岐阜 2区 京都 5区
憲法を守り、生
かす。社会保障
改悪許さず、 9
条守り、民法改
正を。

国民所得の向上
につながる日本
経済の再生に全
力を尽くします。

司法が適切に国
民のニーズに対
応することがで
きるよう頑張り
ます。

国民の安心安全
のインフラであ
る法の支配の維
持推進に努めま
す。

土井　　亨 遠山　清彦 渡嘉敷奈緒美 富田　茂之
自由民主党 公明党 自由民主党 公明党
宮城 1区 比例九州 大阪 7区 比例南関東
東北復興・日本
のため力を尽く
してまいります。

人権大国日本そ
して国民に身近
な司法制度の確
立を目指します。

厚労政務官とし
て、持続可能な
社会保障制度を
構築します。

衆議院経済産業
委員長として経
済再生・景気回
復に全力を尽く
す。

園田　博之
日本維新の会
熊本 4区

高市　早苗 高木美智代 高木　陽介
自由民主党 公明党 公明党
奈良 2区 比例東京 比例東京
ご指導に感謝致
します。法制度
執行の安定性と
公正性を重視し
ます。

障害者差別禁止
法や成年後見利
用促進法の制定
などを実現しま
す。

国民の命と生活
を守る為、防災・
減災対策に全力
で取り組みます。

辻元　清美 津村　啓介 寺田　　稔 照屋　寛徳
民主党 民主党 自由民主党 社会民主党
大阪10区 岡山 2区 広島 5区 沖縄 2区
弱い立場に置か
れた方々に寄り
添い、原発ゼロ
をめざします。

取調べ可視化、
司法制度改革の
成果検証に、問
題意識がありま
す。

地域再生と国の
正しい「かたち」
創りに向けて全
力で邁進致しま
す。

憲法改悪反対、
反原発、反基地、
弱者の為の社会
正義実現に全力!

谷　　公一

谷畑　　孝
日本維新の会
大阪14区

田村　憲久 津島　　淳
自由民主党 自由民主党 自由民主党
兵庫 5区 三重 4区 青森 1区
経済、政治の立
て直しと大震災
からの復興加速
「ブレない仕事
師！」

ご推薦に感謝す
ると共によりよ
い国民生活のた
めに全力を尽し
ます。

弁護士皆様と共
に、より良き法
律制度の確立に
全力で取り組み
ます。

長島　忠美 長妻　　昭 中野　洋昌 中山　泰秀
自由民主党 民主党 公明党 自由民主党
新潟 5区 東京 7区 兵庫 8区 大阪 4区
国内外共に再び
日本の国力を高
め、震災復興に
全力で取り組み
ます。

格差是正策によ
る、ひとり一人
の力を最大限、
発揮できる社会
を！

若い力と発想で、
閉塞感が溢れる
日本の未来を切
り開く決意です。

すべてはかわい
い日本の子供た
ちの時代のため
に。

西村　明宏

根本　　匠
自由民主党
福島 2区

野田　聖子

野田　　毅
自由民主党
熊本 2区

自由民主党 自由民主党
宮城 3区 岐阜 1区
御支援に感謝申
し上げ、今後も
司法制度の充実
に努力いたしま
す。

自民党総務会長
として日本を取
り戻す、政治の
安定を目指しま
す。
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馳 浩
自由民主党
石川 1区

鳩山　邦夫 濱地　雅一 林田　　彪
自由民主党 公明党 自由民主党
福岡 6区 比例九州 比例九州
弁護士が多過ぎ
ては絶対にいけ
ないと、かたく
信じている。

法曹出身者として、
バランス感覚を発
揮し、真に国民の
為になる政治を
行って参ります｡

国民の求める新
たな時代に対応
する司法制度に
向け尽力致しま
す。

原田　義昭 平沢　勝栄 平沼　赳夫 藤原　　崇
自由民主党 自由民主党 日本維新の会 自由民主党
福岡 5区 東京17区 岡山 3区 岩手 4区
司法制度大改革
には関わりまし
たが、今後は更
に頑張ります。

司法の抱える問
題について今年
もしっかり取り
組んでいきます。

先生方のお蔭で
連続11回当選出
来ました。力一
杯頑張って参り
ます。

弁護士の経験を
活かし、真に公
正・公平な社会
を目指します。

宮本　岳志
日本共産党
比例近畿

望月　義夫
自由民主党
静岡 4区

茂木　敏充 森　　英介
自由民主党 自由民主党
栃木 5区 千葉11区
経済産業大臣と
して、経済再生、
景気回復に全力
で取り組みます。

国家百年の計に
立ち、国難を克
服し、日本の未
来を切り拓く。

牧原　秀樹 桝屋　敬悟 松浪　健太 松野　頼久
自由民主党 公明党 日本維新の会 日本維新の会
埼玉 5区 比例中国 大阪10区 熊本 1区
司法への信頼と
法曹界の誇りを
しっかりと守り
たいと思います。

安倍内閣の厚労
副大臣として、
日本再建に全力
で取り組みます。

道州制に移行。
憲法の地方自治
規定にも踏み込
み、統治機構維
新！

国会議員団幹事
長の重責を全う
し、更に励んで
まいる所存です。

横路　孝弘 吉川　　元

吉田　　泉
民主党
福島 5区

吉野　正芳
民主党 社会民主党 自由民主党
北海道 1区 大分 2区 比例中国
厚労委員会で、
子供の貧困、雇
用・生活保護問
題に取り組んで
います。

日本国憲法擁護
の立場から、国
民の権利と暮ら
しを守ります。

ふるさと福島の
復興・再生のた
め全力を傾注い
たします。

古川　元久 古屋　範子 細野　豪志 前原　誠司
民主党 公明党 民主党 民主党
愛知 2区 比例南関東 静岡 5区 京都 2区
弁政連の皆様と
これからも連携
してがんばって
まいります。

3年間の政治空
白から脱却し、
日本再建へその
実行と実現を目
指します。

「再び、地域か
ら」多くのご意
見を聞き、党再
生につなげます。

再び国民の信頼
を得て国政の舵
とり役を全うす
べく努力精進し
ます。

保岡　興治 山下　貴司 山本　幸三 山本　有二
自由民主党 自由民主党 自由民主党自由民主党
鹿児島 1区 岡山 2区 高知 3区福岡10区
弁政連と共に、
高い志で、日本
の平和と繁栄に
全力を尽くしま
す。

外交経験も生か
し知財戦略・司
法改革等に積極
的に取り組みた
い。

予算委員長とし
て安倍内閣を支
え日本再生に懸
命に取り組みま
す。

多様化する社会
に不可欠な司法
制度発展の為、
今後とも尽力し
て参ります。

三谷　英弘 三ツ矢憲生 三原　朝彦 宮﨑　政久
みんなの党 自由民主党 自由民主党 自由民主党
東京 5区 三重 5区 福岡 9区 沖縄 2区
弁護士に戻るつ
もりはありませ
ん。日本のため
全力を尽します。

法曹界発展の為
にも「法の作り
手」として取り
組んで参ります。

信頼、尊敬され
る日本である為
の国造りに尽力
致す所存です。

沖縄のため、日
本のため、リー
ガルマインドを
胸に走ります。

若井　康彦 鷲尾英一郎 渡辺　　周 渡辺　喜美
民主党 民主党 民主党 みんなの党
千葉13区 新潟 2区 静岡 6区 栃木 3区
時代は歴史的な
大転換期、政治
の果たすべき役
割を根本から見
直す。

弁政連推薦議員
として頑張りま
す。今後ともご
指導お願いしま
す。

政治の原点に立
ち、一生懸命に
頑張る人を応援
していきます。

官僚統制中央集
権は戦時体制の
所産。転換は国
民主導の闘う改
革！
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第46回衆議院議員総選挙　当選祝賀会

　平成25年 1 月17日午後 6時から、ルポール麹町「ロイヤルクリスタル」において、弁政

連主催の衆議院議員当選祝賀会が開催された。年の瀬の慌ただしい時期に行われた総選挙

であったため、今回の当選祝賀会は弁政連の新年祝賀会と兼ねての開催になったが、12月

の衆議院議員選挙で当選を果たされた多くの国会議員の方々のご参加をいただいた。今回

の総選挙での国民の審判を厳粛に受け止めるという声のほか、取調べ可視化の問題や法曹

養成制度の在り方についても多くの議員から言及があった。 （編集長　柳楽久司）

谷垣禎一　法務大臣 北側一雄　公明党　副代表

柿沢未途　衆議院議員階　猛　衆議院議員
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逢
沢

　一
郎

　岡
山
1
区

　自
民

浅
尾
慶
一
郎

　神
奈
川
4
区

　み
ん
な
の
党

甘
利

　
　明

　神
奈
川
13
区

　自
民

石
井

　啓
一

　比
例
北
関
東

　公
明

石
田

　真
敏

　和
歌
山
2
区

　自
民

伊
藤

　
　渉

　比
例
東
海

　公
明

井
上

　信
治

　東
京
25
区

　自
民

井
上

　義
久

　比
例
東
北

　公
明

上
野
ひ
ろ
し

　群
馬
1
区

　維
新

漆
原

　良
夫

　比
例
北
陸
信
越

　公
明

大
串

　博
志

　佐
賀
2
区

　民
主

大
口

　善
德

　比
例
東
海

　公
明

大
熊

　利
昭

　東
京
2
区

　み
ん
な
の
党

岡
田

　克
也

　三
重
3
区

　民
主

奥
野

　信
亮

　奈
良
3
区

　自
民

小
熊

　慎
司

　福
島
4
区

　維
新

小
倉

　將
信

　東
京
23
区

　自
民

小
沢

　鋭
仁

　山
梨
1
区

　維
新

小
田
原

　潔

　東
京
21
区

　自
民

柿
沢

　未
途

　東
京
15
区

　み
ん
な
の
党

笠
井

　
　亮

　比
例
東
京

　共
産

勝
俣

　孝
明

　静
岡
6
区

　自
民

門

　
　博
文

　和
歌
山
1
区

　自
民

門
山

　宏
哲

　千
葉
1
区

　自
民

河
村

　建
夫

　山
口
3
区

　自
民

岸
本

　周
平

　和
歌
山
1
区

　民
主

北
側

　一
雄

　大
阪
16
区

　公
明

木
原

　
　稔

　熊
本
1
区

　自
民

國
重

　
　徹

　大
阪
5
区

　公
明

高
村

　正
彦

　山
口
1
区

　自
民

後
藤

　茂
之

　長
野
4
区

　自
民

今
野

　智
博

　埼
玉
11
区

　自
民

斉
藤

　鉄
夫

　比
例
中
国

　公
明

左
藤

　
　章

　大
阪
2
区

　自
民

佐
藤

　茂
樹

　大
阪
3
区

　公
明

椎
名

　
　毅

　神
奈
川
9
区

　み
ん
な
の
党

塩
崎

　恭
久

　愛
媛
1
区

　自
民

階

　
　
　猛

　岩
手
1
区

　民
主

柴
山

　昌
彦

　埼
玉
8
区

　自
民

下
村

　博
文

　東
京
11
区

　自
民

高
市

　早
苗

　奈
良
2
区

　自
民

棚
橋

　泰
文

　岐
阜
2
区

　自
民

谷
垣

　禎
一

　京
都
5
区

　自
民

田
畑

　
　毅

　比
例
東
京

　自
民

辻
元

　清
美

　大
阪
10
区

　民
主

津
村

　啓
介

　岡
山
2
区

　民
主

富
田

　茂
之

　比
例
南
関
東

　公
明

中
山

　泰
秀

　大
阪
4
区

　自
民

西
村

　明
宏

　宮
城
3
区

　自
民

野
田

　聖
子

　岐
阜
1
区

　自
民

林
田

　
　彪

　比
例
九
州

　自
民

原
田

　義
昭

　福
岡
5
区

　自
民

藤
原

　
　崇

　岩
手
4
区

　自
民

古
川

　元
久

　愛
知
2
区

　民
主

前
原

　誠
司

　京
都
2
区

　民
主

牧
原

　秀
樹

　埼
玉
5
区

　自
民

桝
屋

　敬
悟

　比
例
中
国

　公
明

松
浪

　健
太

　大
阪
10
区

　維
新

松
本

　剛
明

　兵
庫
11
区

　民
主

松
本

　洋
平

　東
京
19
区

　自
民

三
ツ
矢
憲
生

　三
重
5
区

　自
民

三
原

　朝
彦

　福
岡
9
区

　自
民

宮
﨑

　政
久

　沖
縄
2
区

　自
民

宮
本

　岳
志

　比
例
近
畿

　共
産

務
台

　俊
介

　長
野
2
区

　自
民

茂
木

　敏
充

　栃
木
5
区

　自
民

森

　
　英
介

　千
葉
11
区

　自
民

盛
山

　正
仁

　兵
庫
1
区

　自
民

保
岡

　興
治

　鹿
児
島
1
区

　自
民

山
田

　
　宏

　東
京
19
区

　維
新

山
田

　美
樹

　東
京
1
区

　自
民

山
本

　有
二

　高
知
3
区

　自
民

横
路

　孝
弘

　北
海
道
1
区

　民
主

吉
田

　
　泉

　福
島
5
区

　民
主

若
宮

　健
嗣

　東
京
5
区

　自
民

磯
崎

　仁
彦

　香

　
　川

　自
民

井
上

　哲
士

　比

　
　例

　共
産

魚
住
裕
一
郎

　比

　
　例

　公
明

金
子

　恵
美

　福

　
　島

　民
主

川
田

　龍
平

　東

　
　京

　み
ん
な
の
党

広
野
た
だ
し

　比

　
　例

　生
活

福
島
み
ず
ほ

　比

　
　例

　社
民

古
川

　俊
治

　埼

　
　玉

　自
民

増
子

　輝
彦

　福

　
　島

　民
主

真
山

　勇
一

　比

　
　例

　み
ん
な
の
党

丸
山

　和
也

　比

　
　例

　自
民

森

　ま
さ
こ

　福

　
　島

　自
民

森

　ゆ
う
こ

　新

　
　潟

　生
活

泉

　
　房
穂

　明
石
市
長

野
平

　匡
邦

　銚
子
市
長

 

（
敬
称
略
・
五
十
音
順
）

　

衆
議
院
議
員

参
議
院
議
員

来
賓

出
席
議
員
（
本
人
出
席
太
字
）
選
挙
区
・
政
党

=

一
月
十
七
日

　当
選
祝
賀
会=

中
山

　泰
秀

　大
阪
4
区

　自
民

若
井

　康
彦

　千
葉
13
区

　民
主

広
野
た
だ
し

　比

　
　例

　生
活

 

（
敬
称
略
・
五
十
音
順
）

　

衆
議
院
議
員

参
議
院
議
員

祝
電
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
い
た
議
員
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平成25年度 日本弁護士連合会副会長
氏名（所属会）／主たる担当委員会／抱負

菊
地
裕
太
郎
（
東
京
弁
護
士
会
）

取
調
べ
の
可
視
化
実

現
本
部

刑
弁
セ
ン
タ
ー
、
研

修
セ
ン
タ
ー
、
若
手

法
曹
セ
ン
タ
ー
な
ど

も
担
当
し
ま
す
。

横
溝

　髙
至
（
第
一
東
京
弁
護
士
会
）

日
本
司
法
支
援
セ
ン

タ
ー
推
進
本
部

弁
政
連
と
連
携
し
市

民
に
信
頼
さ
れ
る
司

法
の
実
現
を
目
指
し

活
動
し
ま
す
。

山
岸

　良
太
（
第
二
東
京
弁
護
士
会
）

法
曹
養
成
制
度
改
革
実

現
本
部
／
国
際
関
係

弁
政
連
の
活
動
は
重

要
で
す
。
執
行
部
と

の
連
携
を
強
め
た
い

と
思
い
ま
す
。

海
老
原
夕
美
（
埼
玉
弁
護
士
会
）

両
性
の
平
等
／
高
齢

者
・
障
害
者
の
権
利

様
々
な
問
題
が
山
積

み
で
す
。
弁
政
連
の

活
動
に
期
待
し
て
い

ま
す
。

佐
野

　善
房
（
千
葉
県
弁
護
士
会
）

民
事
介
入
暴
力
対
策

委
員
会

難
問
が
山
積
み
の
新

執
行
部
で
す
が
、
一

意
専
心
会
務
に
あ
た

る
所
存
で
す
。

福
原

　哲
晃
（
大
阪
弁
護
士
会
）

民
事
司
法
改
革
推
進

本
部

弁
政
連
と
連
携
し
、

民
事
司
法
改
革
実
現

に
向
け
て
全
力
で
取

り
組
み
ま
す
。

春
名

　一
典
（
兵
庫
県
弁
護
士
会
）

司
法
修
習
委
員
会
／
弁

護
士
業
務
改
革
委
員
会

弁
政
連
と
共
に
、
弁

護
士
・
弁
護
士
会
の

存
在
感
を
高
め
る
活

動
を
し
ま
す
。

安
井

　信
久
（
愛
知
県
弁
護
士
会
）

司
法
制
度
調
査
会

立
法
の
社
会
に
与
え

る
影
響
を
踏
ま
え
、

弁
政
連
と
の
協
同
に

努
め
ま
す
。

河
田

　英
正
（
岡
山
弁
護
士
会
）

消
費
者
問
題
対
策
委

員
会

弁
護
士
の
使
命
・
役

割
を
立
法
に
強
く
訴

え
る
こ
と
が
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。

松
田

　幸
子
（
宮
崎
県
弁
護
士
会
）

全
面
的
国
選
付
添
人

制
度
実
現
本
部

全
面
的
国
選
付
添
人

制
度
早
期
実
現
に
向

け
ご
支
援
を
期
待
し

て
お
り
ま
す
。

大
沢

　一
實
（
青
森
県
弁
護
士
会
）

東
日
本
大
震
災
・
原
子
力

発
電
所
事
故
等
対
策
本
部

被
災
者
救
済
の
た

め
、
弁
政
連
と
手
を

携
え
て
復
興
の
促
進

に
努
め
ま
す
。

房
川

　樹
芳
（
札
幌
弁
護
士
会
）

裁
判
官
制
度
改
革
・
地

域
司
法
計
画
推
進
本
部

裁
判
官
非
常
駐
問
題

の
解
決
に
向
け
て
弁

政
連
の
支
援
を
お
願

い
し
ま
す
。

田
村

　
　裕
（
高
知
弁
護
士
会
）

犯
罪
被
害
者
支
援
委
員
会

日
弁
連
が
推
進
す
る

施
策
に
つ
き
国
に
よ

る
財
政
的
裏
付
け
を

期
待
し
ま
す
。
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朝食会報告

自由民主党（ 2月13日）
　2013年 2 月13日に自由民主党と日弁連・弁政連の朝食会が森特命担当大臣をはじめ政務に就い
ておられる方々、高村副総裁、保岡元法務大臣をはじめとする党幹部の方々、弁護士資格を有す
る若手議員の方々など十数名の国会議員のご参加を得て、ホテルニューオータニで開催された。
司法界及び日弁連の直面する法曹養成問題、取調べの録音録画を含む刑事司法改革、災害復興・
原発賠償支援等の重要課題について、司法制度改革の現状と今後についての厳しいご意見も含
め、率直な意見交換を行なった。 （幹事長　出井直樹）

民主党（ 2月 1日）
　2013年 2 月 1 日、今通常国会のトップを切って、横路孝弘前衆議院議長、江田五月元参議院議

長、小川敏夫元法務大臣、枝野幸男前経産大臣ら11名の衆参国会議員のご出席をいただき、民主

党との朝食会が開催された。日弁連側からは、法曹養成、震災復興、刑事・少年司法の各テーマ

について要請を行ったが、特に法曹養成については、率直な意見を頂戴するなど、従前同様、充

実した懇談会となった。 （常務理事　鈴木善和）

日本維新の会（ 2月21日）
　日本維新の会と日弁連・弁政連の朝食会が、松野頼久幹事長、小沢鋭仁国会対策委員長をはじ

めとして 8名の国会議員の方々のご参加を得て、2013年 2 月21日ホテルニューオータニで開催さ

れた。日弁連から、法曹養成問題、震災復興・原子力損害賠償問題、刑事司法改革問題について

説明した後、意見交換を行った。日本維新の会とは初めての朝食会であったが、新党結成前から

懇意にしていただいていた方々も多く、有意義な意見交換となった。 （幹事長　出井直樹）

公明党（ 2月27日）
　2013年 2 月27日、公明党と日弁連・弁政連の朝食懇談会がホテルニューオータニにて開催され
た。公明党からは、北側副代表、草川副代表、漆原国会対策委員長をはじめ、主に法務・司法関
係の方々にご参加いただき、法曹養成問題、刑事司法改革問題、憲法改正問題をテーマに意見交
換を行なった。特に、法曹界にとって喫緊の課題である法曹養成問題については、近々取りまと
めが予定される政府の法曹養成制度検討会議での議論を踏まえ、具体的な方策にも踏み込んだ活
発な議論が交わされた。 （幹事長　出井直樹）

みんなの党（ 3月 6日）
　みんなの党と日弁連・弁政連の朝食会が2013年 3 月 6 日にホテルニューオータニにおいて開催

された。党からは、浅尾慶一郎政策調査会長をはじめ 8名の国会議員のご参加をいただき、法曹

養成・法曹人口問題、震災・原発賠償問題、取調べの可視化等刑事司法改革などの日弁連の重要

課題について意見交換が行われた。さらに、みんなの党において検討中の法案についても議論が

及び、活発な意見交換となった。 （幹事長　出井直樹）

各政党との朝食会報告
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支部報告ⅩⅣ

全国支部懇談会開催される（平成25年 1 月17日　於：ルポール麹町）
　全国から24支部（東京本部を含む）の代表が出席し、全国支部懇談会
が開催された。平山正剛理事長の挨拶の後、約 1時間半にわたって活
動報告と意見交換が行われた。今回の支部懇談会は、昨年12月の衆院
選後に最初のものであり、かつ、この夏には参院選も控えているとい
う状況下での開催であったため、そうした情勢を強く意識した意見交
換となった。特に、選挙の際に弁政連として国会議員候補者を推薦す
る場合の推薦基準や推薦決定の手続について、活発な議論が交わされ、
推薦決定に際しての本部と支部との連携の重要性が確認された。
 （編集長　柳楽久司）

　平成23年 2 月12日、18名の会員が集まり、設立総会が開催されました。本部の梶谷理事長をはじめ、多数の
国会議員、県議会議員の出席をいただき、盛大な披露パーティーが挙行されました。その 1か月後には東日本
大震災が発生し、地方議会選挙なども延期され、議員との交流の機会も暫く見合せとなりました。
　県議会選挙も終了した平成23年11月18日、震災対策を主に国会議員、新選出の県議会議員との懇談会を開催
し、活発な意見交換が行われました。岩手支部からは取調可視化、司法修習生の給費制についての説明と支援
をお願いしています。さらに平成24年 5 月11日に支部問題を中心に国会議員、県議会議員との懇談会を開催し
ております。その後、平成24年 6 月25日、県議会議員と私的整理ガイドラインの勉強会を持ちました。

　衆議院議員選挙が終わり、岩手支部も新年度を迎えました。本年
は、震災対策は高台移転に伴う法律問題について立法的解決も含め
た抜本的な対策が求められます。支部問題については引続き改善を
訴えていきたいと思います。その他、法曹養成制度、取調べの可視
化などについても同様です。
　岩手支部の会員数は35名です。弁護士会の会員は94名であり、今
後会員の増加を図るためには若手会員に弁政連の意義を理解しても
らう活動が最大の課題です。

岩手支部　設立 2年間の活動
岩手支部長　高橋　耕

宮崎県支部　支部設立から２年目を迎えて
 宮崎県支部長　田中　寛

　宮崎県支部は平成23年 3 月に設立したばかりの支部であり、本年 3月でちょうど 2
年目を迎えました。支部の活動としましては、これまで十分な活動ができてはおりま
せんが、平成23年 5 月には地元選出の国会議員（ 7名）へ当支部より、法曹養成フォー
ラムへの出席要請をしたり、同年 7月には司法修習生の給費制維持に関して、当時の
政権与党であった民主党宮崎県支部において、宮崎県選出の民主党の国会議員及び県
会議員との懇談会が開催された際に法改正へ向けての要請をしました。また、宮崎県
選出の国会議員とのパイプを強くするため、衆議院議員や参議院議員が開催する国政
報告会やセミナー等に積極的に参加するようにしています。
　また、当支部におきましては、現在支部会員が43名（弁護士会会員数120名）であり、
ようやく加入率が30％を超えましたので、これからの活動を活発にしていくべく、新
入会員を中心に当支部への加入を呼び掛けていこうと思っております。

　なお、今後の企画として、本年 4月に司法修習生の給費制問題を含む経済的支援に関する市民集会を検討し
ています。
　当支部としましては、これまでの反省をふまえ、次年度は活発に活動したいと考えております。

田中　　寛支部長
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弁護士資格を有する新規当選議員の方々との集いの報告
　 1月21日に、平成24年12月の衆議院選挙初で当選された弁護士資格を有する議員の方々を招いての懇親会が開催
され、宮﨑政久議員（自民党・47期）、三谷英弘議員（みんなの党・54期）、椎名毅議員（みんなの党・55期）、国
重徹議員（公明党・57期）、今野智博議員（自民党・58期）、濱地雅一議員（公明党・61期）、藤原崇議員（自民党・
63期）の 7名の方々にご出席頂いた。日弁連及び弁政連から
は、山岸日弁連会長、平山弁政連理事長はじめ30名が参加し
た。
　懇親会では、議員の方々からそれぞれ御挨拶を頂戴し、立
候補に至る経緯や選挙活動の過程における苦労話から初当選
の瞬間の喜びに至るまで、赤裸々に、かつ生き生きとお話を
していただき、会場は大いに盛り上がった。お話から共通し
て感じられたのは、新たな世界に飛び込む勇気、そして法を
通じてこの国をより良い方向に導きたいとの志、熱意であっ
た。 （企画委員会　副委員長　今井智一）

小林鷹之衆議院議員との朝食会

　平成25年 2 月25日、自民党小林鷹之衆議院議員を
招いての朝食会が開催され、弁政連からは平山理事
長をはじめ23名が出席した。小林議員は、財務省時
代にワシントンで勤務した経験から日本の存在感の
低下に危機感を抱き、娘を持つ父親として若い世代
の声を代弁できるような政治、新しい可能性へ挑戦
する政治を目指して政治を志したと語った。また、
日本は、アメリカに比べ立法・行政分野に法曹が少
なく、今後弁護士の活用方法についても検討したい
とした。 （企画委員会　副委員長　永井翔太郎）

定期総会・会員懇親会の御案内

　日本弁護士政治連盟定期総会及び会員懇親会を下記

のとおり開催しますので、御案内します。

記

定 期 総 会

　 1　日時　平成25年 5 月16日（木）

　　　　　　午後 4時30分から午後 5時30分

　 2　場所　弁護士会館　 2階講堂「クレオ」

　 3　議題

　　　　　　( 1 ) 平成25年度事業活動方針に関する件

　　　　　　( 2 )平成24年度活動報告の件

　　　　　　( 3 )平成24年度決算報告の件

　　　　　　( 4 ) 平成25年度同26年度理事、監事選任

の件

　　　　　　( 5 ) その他役員人事等

会員懇親会

　 1　日時　平成25年 5 月16日（木）　午後 6時から

　 2　場所　弁護士会館　 2階講堂「クレオ」

本部人事について
※ 岡村茂樹理事（埼玉）が平成25年 1 月17日辞任。
　松本輝夫会員（埼玉）が平成25年 1 月18日後任理事に就任。

支部人事について
埼玉支部
支部長　松本輝夫

総選挙・政権交替、日弁連新副会長の紹介、原発ADRで活躍中の弁護士群像等、盛り沢山です。（いいだ）
年度が新しくなり、誌面も一層充実をはかります。（いでい）

法曹養成制度をなんとかしなければ。（なぎら）
長かった花粉との戦いも、もうすぐ終わり。ようやく花粉用眼鏡も外せそうです。（おがわ）

編集後記


